
 

令和６年１０月２５日 

お客様各位 

 

株式会社ヤマザワ 

代表取締役 古山 利昭 

 

株式会社ワークマン 

代表取締役 小濱 英之 

 

 

【ヤマザワ谷地店】掲示による説明会の実施について 

 

 

拝啓 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、深くお

礼申し上げます。 

さて、本店舗「ヤマザワ谷地店」は、新たに物販店舗棟「ワークマン Plus II 河北店」を出店

させて頂くこととなり、大規模小売店舗立地法第６第２項の規定により、令和６年１０月７日付

けで山形県に変更の届出をいたしました。 

届出内容の周知につきましては、本来、住民説明会を開催させて頂くところですが、山形県と

の協議の結果、大規模小売店舗立地法施行規則第１１条第２項の規定に基づき、店頭及びホーム

ページへの資料の掲示に代えさせて頂くこととなりましたので、ここにお知らせいたします。 

 

敬具 

 

記 

１. 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ヤマザワ谷地店 

山形県西村山郡河北町谷地字月山堂１１５８番 外 

 

２. 説明会の実施方法 

店舗の出入り口付近等（風除室等）の見やすい場所及びインターネット上に資料を掲示 

 

３. 掲示期間 

令和６年１０月２５日から令和７年２月２５日まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




